
※事前協議書受理から ※32条協議を兼ねること

　40日以内 ができる。

開発行為事前協議事務手続きフロー

建 築 指 導 課 申 請 者
関 係 各 課

（ 開 発 担 当 ） （ 事 業 者 ）

・企画課→総合計画、国利法
・都市計画課→都市計画ﾏｽﾀｰﾌﾟﾗﾝ
・道路課→市道
・美らまち推進課→景観、公園
・上下水道部工務課→上下水道
・消防本部総務課→消防水利関係
・文化財課→文化財
・環境保全課→ゴミ、ハブ、公害
・産業振興課→農地転用
・その他関係課

相談受付
開発行為等の計画

各種申請手続きの確
認及び境界確認等

32条協議

関係課を指示

要望事項を通知 事前協議申請
※様式第1号

要望事項を通知

関係各課からの要望
等に対する内容を協
議

協議

開　　発　　許　　可　　申　　請

内容確認

公共施設に関する

 協議依頼

覚書の締結
※様式第4号

①協議結果記録の提
出

公共施設に関する

 協議書の締結

※新たに公共施設
を設置する場合

②32条同意

同意書の交付

※開発行為事前協議協議録①の添付

※公共施設の管理者の同意書②の添付



※新たに公共施設を設置する場合
※関係各課へ検査依頼

※適合している場合

※申請内容に変更が生じた場合は、改めて事前協議が必要となります。

開発許可後の事務手続きフロー

建 築 指 導 課 申 請 者
関 係 各 課

完了公告

完了検査 工事完了届

工事着工

工事着手届

公共施設
管理移管手続

公共施設の管理

嘱託登記手続

公共施設の帰属
（公告日の翌日）

（ 開 発 担 当 ） （ 事 業 者 ）

完了検査

分筆・表示登記

検査済証交付


